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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年6月2日(2016.6.2)

【公開番号】特開2016-52555(P2016-52555A)
【公開日】平成28年4月14日(2016.4.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-023
【出願番号】特願2015-224506(P2015-224506)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２０　
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３０４Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月6日(2016.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の遊技媒体を貯留可能な貯留手段と、
　前記貯留手段に貯留された遊技媒体を通過口を介して発射位置に送り出す球送り手段と
、
　前記球送り手段により前記発射位置に送り出された遊技媒体を遊技領域に向けて一つず
つ発射可能な発射手段と、
を具備する遊技機であって、
　前記球送り手段は、
　金属板材の先端から基端側へ向かって伸びる分割線を挟んで一方側の先端と他方側の先
端とが相対的に遠ざかるように前記金属板材の板面に対して前記一方側の先端のみを直角
方向へ屈曲させ、基端側へ向かうに従って隙間が狭くなるように形成された不正防止部材
を具備し、
　前記金属板材は、遊技媒体に設けられる線材を前記隙間に誘導可能な誘導部を有し、該
誘導部は、前記金属板材の先端から前記分割線に向けて斜状に形成され、
　前記通過口の開口縁のうち、前記発射位置から発射された遊技媒体の進行方向側の部位
に、前記金属板材が配置されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記通過口は、遊技媒体が通過可能な第１開口と、該第１開口よりも小さく線材が進入
可能な第２開口とが連続して形成されたものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　この種の遊技機では、本体枠と扉枠との隙間からピアノ線等の細長い不正工具を遊技領
域内に侵入させて、受入口への遊技媒体の受入れを検知するセンサを誤作動させたり、遊
技領域内に植設された障害釘を曲げたりする不正行為が行われる問題があった。この問題
に対して、扉枠を開閉可能に支持する一対のヒンジ機構の間に、弾性変形可能な板状のガ
イド部を備え、扉枠と本体枠の間にバール等を挿入して隙間を広げようとしても、弾性変
形するガイド部によって隙間を覆って不正工具を挿入することができないようにしたもの
が提案されている（例えば、特許文献１）。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　しかしながら、従来の遊技機では、線材を取り付けた遊技媒体を、通常の遊技媒体と同
様に貯留部から遊技領域内へ発射して行うような不正行為については考慮されていなかっ
た。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　そこで、本発明は上記の実情に鑑み、遊技媒体に線材を付着して行われる不正行為を抑
止することが可能な遊技機の提供を課題とするものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、
　複数の遊技媒体を貯留可能な貯留手段と、
　前記貯留手段に貯留された遊技媒体を通過口を介して発射位置に送り出す球送り手段と
、
　前記球送り手段により前記発射位置に送り出された遊技媒体を遊技領域に向けて一つず
つ発射可能な発射手段と、
を具備する遊技機であって、
　前記球送り手段は、
　金属板材の先端から基端側へ向かって伸びる分割線を挟んで一方側の先端と他方側の先
端とが相対的に遠ざかるように前記金属板材の板面に対して前記一方側の先端のみを直角
方向へ屈曲させ、基端側へ向かうに従って隙間が狭くなるように形成された不正防止部材
を具備し、
　前記金属板材は、遊技媒体に設けられる線材を前記隙間に誘導可能な誘導部を有し、該
誘導部は、前記金属板材の先端から前記分割線に向けて斜状に形成され、
　前記通過口の開口縁のうち、前記発射位置から発射された遊技媒体の進行方向側の部位
に、前記金属板材が配置されている、
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　ことを特徴とする。
　また、本発明とは別に開示する別発明の手段を以下に示す。
　手段１：「筐体の前面に表示領域を有し、該表示領域に図柄を表示する図柄表示装置と
、
　該図柄表示装置に隣接して配置され、前記図柄表示装置側に移動可能に支持された可動
装飾部、及び該可動装飾部を遊技状態に基いて移動させる駆動機構を有する役物装置と
を備え、
　前記図柄表示装置は、前記筐体における前記役物装置側の面に、前記可動装飾部の少な
くとも一部が挿入される開口部を有する」
ことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　このように、本発明によれば、遊技媒体に線材を付着して行われる不正行為を抑止する
ことが可能な遊技機を提供することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】１０８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【１０８４】
【特許文献１】特開２００８－７３３４０号公報
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